
藤岡市(限定特定行政庁) 

（４号建築物） 

 

1. 行政庁所在地    

① 藤岡市役所    藤岡市藤岡中栗須３２７   

                     0274-22-1211(代) 

 

 

  

・ 建築課 建築指導係 (中庁舎 1階)  （内線 2827） 

・ 都市計画課     (中庁舎 1階)  （内線 2825） 

・ 土木課       (中庁舎 1階)  （内線 2325） 

・ 下水道課      (東庁舎 2階)  （内線 2334） 

・ 環境課       （本庁舎 1階）  （内線 2263） 

 

② 多野藤岡広域消防本部      藤岡市藤岡９８２ 

  0274‐22‐1306 

(多野藤岡消防本部予防課 2 階)   

 

  

③ 西部環境森林事務所  高崎市台町 4－3 高崎合同庁舎 2階  

027-323-4021(代) 

 

④ 法務局前橋地方法務局高崎支局 高崎市東町 134-12 高崎地方合同庁舎内     

           高崎支局地図     027-322-6315(代) 

           

           

 

2. 確認申請関係 

確認申請事務について   

 

提出先 建築課建築指導係（案件に応じ窓口で指示あり） 

  

3.必要書類 

    確認申請について   

 

4.都市計画図 

都市計画課にて販売 都市計画図一覧 

 

http://www.city.fujioka.gunma.jp/
http://www.city.fujioka.gunma.jp/
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kenchiku/kenchiku_sidou.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_toshikei/
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_doboku/
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_gesui/
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kankyo/
http://www.fd-tanofujioka.jp/fd_web/tanofujioka.htm
http://www.pref.gunma.jp/07/k02810001.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/table/shikyokutou/all/takasaki.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kenchiku/files/kubunhyou20111201.pdf
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kenchiku/files/sinseisidou20110401.pdf
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_toshikei/zumenhanbai.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_toshikei/tokeizu.html


5.その他申請書類他 

 

(1) 土地区画整理法第 76条、都市計画法第 29条、第 43条及び第 53 条に該当 

する場合は許可が必要。 

・開発許可について 

・都市計画法 53条について 

・国土利用計画法に基づく届出について 

 

(2) 敷地内雑排水経路及び排水先を記入する。  

 

(3) 風致地区内許可申請書(２部)は、都市計画課に提出。    

許可書の写しを確認申請書の正本・副本に添付する。 

・風致地区について 

 

(4) 土地の証明（公図写し）は、新築増築とも必要。 

 

(5) 建築基準法第 43条 1項ただし書きに抵触する可能性がある場合は、県、建築課と打ち合わせる。 

   高崎土木事務所、建築課 

 

6.その他 

 

〔浄化槽仕様書〕 

・所要部数４部(正・副・下水道課・西部環境森林事務所) 

 ・浄化槽仕様書：建築確認申請（建物の新築）に伴うもの。 

 ・浄化槽設置届出書：トイレの改装等によるもの。 

 ・浄化槽変更届出書：人槽（大きさ）や処理方式の変更によるもの。 

 ※下水道管に接続するなどにより浄化槽が不要になったものについては浄化槽廃止届出書を西部 

  環境森林事務所に提出してください。 

・排水先が農業用水の場合は事前に協議が必要。 

浄化槽補助金について 

 

〔藤岡市ラブホテル建築規制条例による申請〕    

・ 市内にホテル、旅館の建設行為を行なう場合は市長の同意が必要。 

藤岡市モーテル類似旅館建築等規制条例  

  

〔藤岡市狭い道路の整備に関する協議〕 

・ 法第４２条２項道路に接する土地において建築行為をする場合、後退用地等の帰属、整備方法等 

についての協議ができる。 

藤岡市狭い道路の整備について 

 

 

http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_toshikei/kaihatusidou.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_toshikei/53jyo.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_toshikei/kokudo.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_toshikei/huutitiku.html
http://www.pref.gunma.jp/07/k05310002.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_gesui/
http://www.pref.gunma.jp/07/k02810001.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_gesui/jokaso1.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/reikisyuu/reiki_int/reiki_honbun/e210RG00000436.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kenchiku/files/sumiyoimati.pdf


〔用途地域の指定のない区域の建築制限について〕   

・ 用途地域の指定のない区域（いわゆる白地地域）の建築制限について  

    

 

〔省エネ法について〕 

  ・特定建築物のうち、第1種特定建築物（床面積が2,000㎡以上）は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、

第2種特定建築物（床面積が300㎡以上、2,000㎡未満）は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政

庁に届け出が必要。 

   省エネ法について 

 

 

〔人にやさしい福祉のまちづくり条例について〕    

・人にやさしい福祉のまちづくり条例について 

 

〔その他、補助金について〕   

・住宅用太陽光発電システムの設置費補助金について 

 

 

 

 

http://www.pref.gunma.jp/06/h7310031.html
http://www.pref.gunma.jp/06/h7310172.html
http://www.pref.gunma.jp/02/d4210010.html
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kankyo/solar_2012.html

